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母子健康手帳の交付

妊婦健康診査
　妊婦健康診査は、お母さんと赤ちゃんの健康を守るために必要な検査です。岐南町では、妊婦
健康診査費用の一部を助成しています。受診票を利用し、医療機関で妊婦健康診査を受けてく
ださい。ただし、助成額を上回る分の費用は自己負担となります。
　県外の医療機関を受診する場合は、自己負担で受診した後、公費負担分の請求手続きが必要
です。

妊娠がわかったら

医療機関名 住　　所 電話番号

おがわ歯科クリニック
岐南歯科クリニック
小島歯科医院
さかえ歯科クリニック
なな歯科クリニック
みやかわ歯科医院

徳田4-23-1
八剣北 4-87
平島 5-144
伏屋 4-63-1
三宅８-13７
下印食3-22

242-9666
248-1116
245-2096
240-0644
2５９-4618
272-9988

医療機関名 住　　所 電話番号

秋田歯科医院
きたはら歯科クリニック
こころ歯科医院
高瀬歯科医院
はる歯科クリニック
ゆう歯科クリニック

三宅 2-119
野中 5-31
徳田 2-22-1
上印食3-138
みやまち1-48
野中 2-35

247-1196
247-8168
274-0118
240-5050
273-2300
259-6480

● 問い合わせ窓口●　健康推進課　☎247-1321

● 問い合わせ窓口●　健康推進課　☎247-1321

● 問い合わせ窓口●　健康推進課　☎247-1321

妊婦歯科健診
　妊娠中の口の中は、ホルモンの変化による歯肉の炎症や、つわりによる口腔内の環境の悪化
のため、むし歯や歯周病にかかりやすい状態です。歯科健診を受け、お口の健康を保ちましょう。
　○期　　間　　妊娠中
　　　　　　　　　  ※妊娠中の歯科治療は、妊娠4か月末～8か月までの安定期に受けることが望ましいため、安定　　
　　　　　　　　        期に入ったら早めに健診を受けましょう。 
　○健診内容　　問診・口腔内診査（むし歯・歯周病健診） 
　○健診方法　　妊婦歯科健診受診券と母子健康手帳を持参し、指定医療機関に電話で予約
　　　　　　　　をしてから受診してください。 
　○受 診 料 　　無料 
　○指定医療機関

　妊娠がわかったら、健康推進課で母子健康手帳の交付を受けましょう。妊婦健康診査の受診
票や妊婦歯科健診の受診券も併せて発行します。
　○必要なもの　妊娠届出書、妊婦のマイナンバーが確認できるもの、届出者の本人確認書類
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